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○中空知衛生施設組合の議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例 

 

 

 

 

 

（目的） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第292条において準用する同法第203条

及び第203条の２の規定に基づき、中空知衛生施設組合（以下「組合」という。）の議会の議

員（以下「組合議員」という。）、監査委員（構成市町の常勤の監査委員を除く。以下同

じ。）及びその他の特別職の職員で非常勤のものに対して支給する議員報酬及び報酬並びに費

用弁償に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 （報酬） 

第２条 組合議員、監査委員及びその他の特別職の職員で非常勤のもの（以下「組合議員等」と

いう。）が職務に従事したときは、議員報酬又は報酬を支給する。ただし、組合議員が組合市

町の長である場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定により支給する議員報酬又は報酬の額は、別表のとおりとし、その職務に従事し

た都度速やかに支給する。 

 （旅行による費用弁償） 

第３条 組合議員等が公務のため旅行したときは、その旅行についての費用弁償として旅費を支

給する。 

２ 前項の規定により支給する旅費の額は、職員等の旅費に関する条例（平成11年滝川市条例第

12号）に定める級別区分１級による額とし、その支給方法等については、同条例の例による。 

 （会議出席等の費用弁償） 

第４条 前条に規定するもののほか、組合議員等で居住地から目的地までの距離が２キロメート

ル以上あるものが、組合の議会の招集等に応じ組合の議会等に出席し、又は職務に従事したと

きは、費用弁償を支給する。ただし、組合市町の公用車を使用して出席した場合は、この限り

でない。 

２ 前項の規定により支給する費用弁償の額は、鉄道運賃及びバス料金相当額とする。 

 （規則への委任） 

第５条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（昭和45年２月24日条例第１号） 

 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年７月９日から適用する。 

   附 則（昭和46年６月８日条例第６号） 

 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年４月１日から適用する。 

   附 則（昭和46年12月17日条例第８号） 

 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月１日から適用する。 

   附 則（昭和50年３月６日条例第１号） 

昭和44年７月９日 

条 例  第３号 
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 この条例は、昭和50年４月１日から施行する。 

   附 則（昭和50年９月17日条例第２号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（昭和58年３月７日条例第１号） 

 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年１月１日から適用する。 

   附 則（昭和62年５月25日条例第１号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（昭和63年３月７日条例第１号） 

 この条例は、昭和63年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２年３月９日条例第１号） 

 この条例は、平成２年４月１日から施行する。 

   附 則（平成４年３月６日条例第１号） 

 この条例は、平成４年４月１日から施行する。 

   附 則（平成６年３月３日条例第１号） 

 この条例は、平成６年４月１日から施行する。 

   附 則（平成８年３月５日条例第１号） 

 この条例は、平成８年４月１日から施行する。 

   附 則（平成11年３月31日条例第１号） 

  （施行期日） 

１ この条例は、平成11年４月１日から施行する。 

  （経過措置） 

２ （抄） 

   附 則（平成13年12月７日条例第２号） 

 この条例は、平成13年12月７日から施行する。 

   附 則（平成17年３月18日条例第１号） 

 この条例は、平成17年４月１日から施行する。 

   附 則（平成20年12月８日条例第１号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成28年３月９日条例第１号） 

 この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

   附 則（平成28年３月９日条例第２号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成28年４月１日から施行する。（後略） 

附 則（令和５年３月27日条例第３号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。（後略） 

附 則（令和６年３月29日条例第３号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の中空知衛生施設組合の議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例
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の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行につい

ては、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

別表（第２条第２項関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職名 支給区分 議員報酬又は報酬の額 

１ 議員 日額 6,800円  

２ 監査委員 日額 6,800円  

３ 行政不服審査会委員 日額 10,100円  

４ 情報公開・個人情報保護審査会委員 日額 10,100円  


